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　文化財保護法による文化財の体系
指定　　　　　　選定　　　　 　登録

　　　　　有形文化財　　　　　　　 重要文化財 国宝
　　 【建造物】

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登録有形文化財　　
　　　　　　　　【美術工芸品】　　　　　 　

　　　 　 　無形文化財 重要無形文化財
　　　【演劇・音楽、工芸技術等】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　重要無形民俗文化財
　民俗文化財

　　　　　　　　　　　　　　　 　 重要有形民俗文化財
　 登録有形民俗文化財

【無形の民俗文化財】
　　　 　衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する風俗慣習・民俗芸能・民俗技術

文化財　 【有形の民俗文化財】
　　　　　　　　 無形の民俗文化財に用いられる衣服・器具・家具等

　 史　　跡 特別史跡
　　 記念物 名　　勝 特別名勝
　 【遺跡】　 　 天然記念物　　　　　　　　　 特別天然記念物
　 【名勝地】　 　　 　　 登録記念物
　 【動物・植物・地質鉱物】

　　 文化的景観 　 　重要文化的景観
　 棚田・里山・用水路等

　 伝統的建造物群 伝統的建造物群保存地区　　重要伝統的建造群保存地区
宿場町・城下町・農漁村等

　 文化財の保存技術 選定保存技術
　【文化財の保存に必要な材料製作、修理、修復の技術等】　　　　



　

日本における無形の文化財の範囲

演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又
は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(文化財保護法第２条第１項２号)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及び
これらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の
理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という)(衣食住、生業、信
仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術…無形の民俗文化財）
　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(文化財保護法第２条第１項３号)

文部科学大臣は、文化財保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技
能で保存の措置を講ずる必要があるものを選定保存技術として選定することが
できる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(文化財保護法第１４７条)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

演劇・音楽、工芸技術、風俗慣習・民俗芸能・民俗技術、選定保存技術
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重要無形民俗文化財「唐津くんちの曳山行事」
６番曳山「鳳凰丸」(071104)

重要無形民俗文化財「三上のずいき祭」
芝原式　(2004年10月)



・

重要無形民俗文化財「城端神明宮祭の曳山行事」
千枚分銅山(070504)

重要無形民俗文化財「城端神明宮祭の曳山行事」
獅子舞(070504)



城端神明宮祭の曳山行事

笠鉾



城端神明宮祭の曳山行事の千枚分銅山



　城端神明宮祭の曳山行事

　　　　西上町の庵屋台
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鹿沼今宮神社祭の屋台行事
石橋町屋台



鹿沼今宮神社祭の屋台行事



　鹿沼今宮神社祭の屋台行事
　　　　　　中田町屋台



鹿沼今宮神社祭の屋台行事

下横町屋台



新庄まつりの山車行事
横町・下万場町山車



　　　　　　　新庄まつりの山車行事
　　　　　　　　　上万場町山車



大松明(恙虫)：羽黒山松例祭(山形県鶴岡市)



大松明焼：羽黒山松例祭(山形県鶴岡市)



火の打替神事で鏡松明を巡る役者と松打：羽黒山松例祭(山形県鶴岡市)



日本における無形の文化財の指定件数

１．重要無形文化財

　　　　　　　 　　　 　　　 各個認定 　　 保持団体等認定
　　　 指定件数 保持者数 指定件数 保持団体等数

芸能 　 ３６ ５５ 　 １１ 　 １１
工芸技術 ４４ ５９ (５８)             １４ 　 １４
合計 ８０ １１４(１１３)             ２５ ２５

　　　 (　)内の数は同一人物が２つの技の保持者として認定を受けている

　　　　　　
　　　　　　　　　　ため実人数を示す

　　
２．重要無形民俗文化財 　　 　　　　　　　　　　２６４件

　　　　　　　　　　　　風俗慣習 　　 　　 　 １０３件
　　　　　　　　　　　　民俗芸能　　　 　　　 １５１件
　　　　　　　　　　　　民俗技術(平成17年度から施行)  １０件

３．記録作成等の措置を講ずべき無形文化財 　　　　　　　　　９０件

４．記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財　　　 　　　　　５８５件

５．選定保存技術 　　 ６７件

　　　　　 　　選定件数　　 　　保持者 　　 　　　保存団体
　　　　　　　　　 　　 件数 　人数 件数 団体数
　　　　　　　 　 ６７ 　 ４７　 ５２ 　　２７ ２８(２６)                                        

　　　　※保存団体には重複認定があり、(　)内は実団体件数
　　　　を示す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



文化財保護のシステム

無形文化財

指定　認定　選定　選択　　

指定…技法・技術

認定…技法・技術を高度に体現できる者　

　　　　　　　　　　　　　選択…技法・技術

無形の民俗文化財 指定

選択 風俗慣習・民俗芸能・民俗技術

選定保存技術 選定 有形文化財等関係

無形文化財等関係



重要無形文化財

無形の文化財の保護施策

保持者
　　　重要無形文化財保存特別助成金（定額）

　　自己の技術錬磨・後継者養成

保持団体・総合認定保持者の団体

毎年補助金交付

　　事業内容・規模に応じて

無形の民俗文化財
保護団体等

補助金（必要に応じて）
調査　用具の修理新調　伝承者養成　映像記録の作成等

選定保存技術
保持者

毎年補助金交付

保存団体

毎年補助金交付



京都祇園祭の山鉾行事
鶏鉾　石持の修理新調事業

修理前

修理中


